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令和８年４月採用 

 

安曇野市職員採用試験受験案内 
中級（経験保育士） 

 
安 曇 野 市 

 

 

この試験は、安曇野市職員採用候補者を決定するために行うものです。 

 

受験申込 

受付期間 

令和７年11月20日（木）～12月12日（金） 

 

●インターネットで受験申込をしてください。 

 

第１次試験 

【テストセンター】 

令和７年11月22日（土）～12月14日（日）のうち 

受験者が指定する日時・会場 

お問い合わせ先 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地 

安曇野市役所 総務部職員課職員担当 

電話 0263－71－2405 内線2314 

Fax 0263－71－5155 
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1 試験の種類、試験区分、採用予定人員、受験資格 

試験の 

種 類 
試験区分 

採用予定 

人員 
受験資格 

中 級 

（短大卒程度） 
経験保育士 ３名程度 

昭和61年４月２日以降に生まれ、保育士及び幼稚園教諭の資格を

有し、保育園（無認可を除く。）、幼稚園（無認可を除く。)又は認定

こども園において保育士又は幼稚園教諭の職務経験が３年以上

（令和7年11月20日現在）ある人（注） 

（１） 日本国籍を有しない人も受験できます（就職が制限されている在留資格の人は除く。）。 

（２） 次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

※改正法施行前の旧刑法に基づき、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人も含む。 

イ 安曇野市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（3） 主な職務内容 

経験保育士区分の主な職務内容は、専門職業務及び庶務全般となりますが、採用後、試験区分と異なる業務に

従事していただくことがあります。 

（4） その他 

ア 同一年度内に実施した他の安曇野市職員採用試験を受験している場合、重複して受験することはできません。 

イ 応募者数が採用定数に満たなかった場合でも、選考の結果、合格基準に達した人がいない場合は、採用者の決

定を見送る（採用者なしとする）ことがあります。 

（注） 

・保育士等資格及び職務経験年数の受験資格は、令和７年11月20日現在において有している必要があります。 

・３年以上の職務経験とは、週の正規勤務時間が30時間以上の職務経験に限ります。 

・職務経験は該当する職に１年以上継続して就業した期間が該当します。 

・最終合格決定後、職務経験年数確認のため職歴証明書を提出していただきますが、職務経験が要件を満たさな

い場合には採用されません。 

 

２ 試験の日時及び会場 

試験区分 日 時 会 場 

第１次試験 

【テストセンター】 

11月22日（土）～12月14日（日） 

のうち、受験者が指定する日時 

受験者が指定するテストセンター 

第２次試験 １月を予定しています。詳細は、第１次試験合格通知書の送付時にお知らせします。 

第３次試験 １月を予定しています。詳細は、第２次試験合格通知書の送付時にお知らせします。 

※状況により、第２次試験・第３次試験を同一日に実施することがあります。 
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３ 受験手続 

インターネット経由で受験申込をしてください。申込後、テストセンター予約の案内メールを送りますので、受験者にて

会場・日時を予約して受験をしてください。 

（１） 受験申込 

安曇野市ホームページの採用試験情報のページのリンク又は下記 URL から受験申込フォームへアクセスし、

必要事項を入力してください。 

 

【安曇野市ホームページ職員採用情報】 

下記の項目を選択し、又は検索窓で「採用試験」とご入力いただくとアクセスできます。 

 安曇野市ホームページのトップページ  →  上段右「市政情報」  →  「人事・給与・職員採用」  → 

 「職員採用情報」  →  「職員採用試験の実施（令和８年４月採用 中級） 経験保育士」  

【ながの電子申請サービス】  

https://apply.e-tumo.jp/city-azumino-nagano-u/offer/offerList_detail

?tempSeq=63971 

※右の二次元コードからもアクセスできます。 

 

※受験申込には証明写真（上半身、無帽・無マスク、正面）のデータ（JPEG又はPNG）が必要です。3か月以

内に撮影した縦560ピクセル×横420ピクセル程度（縦横比4：3）、2MB以内の証明写真データを、事前

にご用意ください。 

※受験申込には幼稚園教諭免許及び保育士証のデータが必要です。画像データ（JPEG、PNG等）やPDFデ

ータを、事前にご用意ください。 

▼受験申込期間 

令和７年11月20日（木）午前８時30分から同年12月12日（金）午後５時まで 

（2） テストセンター予約 

受験申込の受付後、申込時に入力されたメールアドレスへテストセンター予約の案内メールをお送りします。メ

ールの案内に従って、受験者にて会場・日時の予約をお願いします。 

▼テストセンター受験可能期間 

令和７年11月22日（土）から同年12月14日（日）まで 

※受験申込後、テストセンター予約の案内メール受信後に、テストセンターの予約が可能となります。会場の席

数には限りがあるため、余裕をもって受験申込と受験予約を完了してください。 

※テストセンターの予約期限は、受験予定日の前日午後２時までです。 

 

▼受験手続フロー 

令和７年11月20日（木）～令和７年12月12日（金）午後５時  

【受験申込フォーム】    

受験申込 → 受付メール受信  

※事前に顔写真、免許状等の 

データをご用意ください。 

    

 テストセンター予約案内メール受信 → 会場・日時予約  

※テストセンター受験期限は12月14日（日） 
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４ 試験の方法 

（１） 第１次試験 

試験の種類 出題分野 持ち物 

基礎能力検査 

試験時間 60分 

言語的能力、数理的能力、推理判断能力、

時事、社会・人文及び自然に関する一般知

識や時事問題、基礎英語 本人確認書類 

テストセンターが指定する持ち物 
パーソナリティ検査 

試験時間 約20分 

個人の性格特徴や行動傾向等を把握する

検査 

※第１次試験で実施するパーソナリティ検査に配点はありません。第２次試験以降の面接用資料として使用します。 

 

（２） 第２次試験（第１次試験合格者のみ対象） 

試験の種類（予定） 内容（予定） 

実技試験 

面接試験 
人柄、性向等についての面接 

実技試験の課題内容等の詳細は、第１次試験合格通知書の送付時にお知らせします。 

 

（３） 第３次試験（第２次試験合格者のみ対象） 

試験の種類（予定） 内容（予定） 

面接試験 人柄、性向等についての面接 

詳細は、第２次試験合格通知書でお知らせします。 

第３次試験を第２次試験と同一日に実施する場合は、第１次試験合格通知書の送付時にお知らせします。 

 

５ 採 用 

（１） 最終合格者は採用候補者名簿に登載され、意向確認のための打合せ等の後に最終的な採用者が決定されます。

なお、心身の故障のため職務の遂行に支障があったり、又はこれに耐えられないことが明らかとなった場合には、

採用されないことがあります。 

（２） 採用日は、原則として令和８年４月１日の予定ですが、状況によりそれ以前に採用される場合があります。 

（3） 採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿確定の日から１年です。 

（４） 採用後、行政需要の変化又は人材育成の面から、試験区分と異なる業務に従事していただく場合があります。 

（5） 受験資格がないことが判明した場合又は受験資格が「卒業（資格取得）見込み」で合格後に卒業や、資格取得が

できない場合には、合格等を取り消します。 

（6） 受験申込書などに記載漏れや不実記載があった場合には、試験に合格したとしても合格を取り消すことがありま

すので、ご注意ください。 

（7） 合格者に意思確認書等の必要な書類を提出していただきますが、提出の結果、受験資格を欠くことが判明した場

合や、必要となる書類が提出できない場合などは、合格を取り消すことがあります。なお、診断書作成に必要な費

用は、合格者の負担となります。 
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６ 外国籍職員の任用について 

外国籍の職員は、「公権力の行使」及び「公の意思の形成へ参画」しない職務に就いていただきます。 

 

７ 勤務条件 

（１） 給 与 

大学又は短大卒業後直ちに採用された場合の給料月額は、短大卒初任給204,400円が目安となります。 

ア 給料月額は現行のものです。採用時までに改定等があった場合は、改定後のものが適用になります。 

イ 公務員その他の前歴がある人は、規定により前歴調整を行った額となります。 

ウ その他、各種手当（通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当等）がそれぞれの支給要件に応じて支給

されます。 

（２） 勤務時間、休暇・休業 

原則として、勤務時間は午前８時30分から午後５時15分まで（休憩１時間を含む。）の７時間45分、休日は土・

日及び祝日です。年次休暇（年20 日。ただし、採用が４月の場合の初年度は 15 日）、特別休暇（夏季、結婚等）、

療養休暇、介護・育児休業等があります。 

※上記記載のもののほか、勤務条件については、条例等により定められています。 

 

８ その他 

（１） 職務遂行に役立つ資格をお持ちの方は、受験申込書に明記をお願いします。 

（2） 採用後は市内在住を基本とし、消防団、区、地区公民館などの地域活動へ市役所職員として積極的に参加するこ

とが求められます。 

 


